
12

新発田市

許可番号

屋外広告物許可済証
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管
理
者

住所

氏名

　●許可手続きは、市で行います。
　●許可申請には、表示・設置する広告物の種類等に応じた手数料が必要となり
ます (手数料は市担当窓口で受付時に、現金での支払いとなります )。

　　なお、禁止地域内に表示・設置する場合の許可申請で、新発田市景観審議会
の意見が必要となるものについては、上記手数料とは別に、手数料が加算さ
れますのでご注意ください。

　●許可を受けるためには、許可基準に適合していなければなりません。
　●許可を受ける広告物には、原則として管理者の設置が必要です。
　●広告物の高さが４ｍを超える場合は、建築基準法による工作物の確認を要す
るなど他法令による許可等が必要な場合がありますので、確認してください。

　●許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
　●許可期間満了後も広告物を表示し、又は設置しようとするときは、更新許可
が必要です。
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屋外広告物の許可手続き


